
様式 １　公表されるべき事項

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（法人番号8070005002779）の役職
員の報酬・給与等について

　当法人の使命は、重度の知的障害者の自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の
支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることにある。
　具体的には、中期目標・中期計画に基づき、自立支援への取り組みとして①施設利用者の地域移行の
推進、②矯正施設等退所者への支援、③行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者への支援に係
るモデル的な事業の実施、④発達障害児・者への支援、⑤地域で生活する重度の障害児・者への支援な
ど、総合的な支援により他の施設・事業者が活用できるようサービスモデルの構築を行っている。
　また、国の政策課題となっているテーマや全国の知的障害者関係施設・事業所において関心の高い
テーマを取り上げた調査・研究事業、障害者福祉や保健医療に従事する者の資質向上を図るための養
成・研修事業、知的障害者の支援に関する援助・助言事業等を実施している。
　そうした組織の中で、当法人の役員には、知的障害者の支援に関する幅広い見識や高いマネジメント
能力が求められるため、職務内容の特性を踏まえ、役員報酬は、国家公務員指定職の給与を考慮して支
給水準を設定している。

　役員の特別手当の額については、「独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園役員給与
規程」において、職務実績等を考慮し、増額又は減額することができることとなっているが、職務実績等を
踏まえて法人として総合的に勘案し、増額等を行っていない。

　役員報酬は、特殊法人時代（昭和46年4月～平成15年9月）の報酬を踏襲しており、特殊法人時におい
ては、政府の厳しい管理（厚生労働省及び財務省の承認事項）のもと、人事院勧告の改定率に従い報酬
を決定していた。独法発足後においても、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、人事院勧告に基づき役
員報酬の改定を行っている。なお、特別手当の支給割合は、国家公務員の指定職職員と同様の割合を
使用している。
　令和元年度における改定については、令和元年度人事院勧告による国家公務員の給与水準に準拠し
た役員勤勉手当（年間0.05月分増）の改定を実施したが、実際の支給月数においては、附則により据え
置きとした。

　役員報酬は、特殊法人時代（昭和46年4月～平成15年9月）の報酬を踏襲しており、特殊法人時におい
ては、政府の厳しい管理（厚生労働省及び財務省の承認事項）のもと、人事院勧告の改定率に従い報酬
を決定していた。独法発足後においても、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、人事院勧告に基づき役
員報酬の改定を行っている。なお、特別手当の支給割合は、国家公務員の指定職職員と同様の割合を
使用している。
　令和元年度における改定については、令和元年度人事院勧告による国家公務員の給与水準に準拠し
た役員勤勉手当（年間0.05月分増）の改定を実施したが、実際の支給月数においては、附則により据え
置きとした。

　役員報酬は、特殊法人時代（昭和46年4月～平成15年9月）の報酬を踏襲しており、特殊法人時におい
ては、政府の厳しい管理（厚生労働省及び財務省の承認事項）のもと、人事院勧告の改定率に従い報酬
を決定していた。独法発足後においても、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、人事院勧告に基づき役
員報酬の改定を行っている。なお、令和元年度において改定は実施していない。

  ②  令和元年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和元年度における改定内容



２　役員の報酬等の支給状況
令和元年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

13,990 9,848 3,986 156
（通勤）

平成30年
4月1日

千円 千円 千円 千円

13,034 8,638 3,496 900
（通勤）

平成30年
4月1日

◇

千円 千円 千円 千円

12,323 8,638 3,496 189
（通勤）

平成30年
4月1日

※

千円 千円 千円 千円

2,644 2,609 0 35
（通勤）

平成30年
7月1日

千円 千円 千円 千円

2,672 2,609 0 63
（通勤）

平成30年
7月1日

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

D監事
（非常勤）

C監事
（非常勤）

法人の長

A理事

前職

B理事

就任・退任の状況
役名

その他（内容）



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

　当法人の使命は、重度の知的障害者の自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関
する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることにある。具体的には、中期目標・中期計
画に基づき、自立支援への取り組みとして①施設利用者の地域移行の推進、②矯正施設等退所者への支援、③行
動障害等を有するなど著しく支援が困難な者への支援に係るモデル的な事業の実施、④発達障害児・者への支援、
⑤地域で生活する重度の障害児・者への支援など、総合的な支援により他の施設・事業者が活用できるようサービス
モデルの構築を行っている。
　また、国の政策課題となっているテーマや全国の知的障害者関係施設・事業所において関心の高いテーマを取り
上げた調査・研究事業、障害者福祉や保健医療に従事する者の資質向上を図るための養成・研修事業、知的障害
者の支援に関する援助・助言事業等を実施している。
　そうした組織の中で、当法人の理事長には、知的障害者の支援に関する幅広い見識や高いマネジメント能力・リー
ダーシップが求められるため、職務内容の特性を踏まえ、役員報酬は、国家公務員指定職の給与を考慮して支給水
準を設定している。
　当法人と類似の業務を実施する法人はないところであるが、総務省のホームページに公表されている「独立行政法
人の役職員の給与水準等の公表（平成30年度）」における役員報酬の支給状況によると、当法人の長の報酬水準は
他の独立行政法人と比較しても低い水準にあると言え、厚生労働省所管の独立行政法人の中では最も低い水準と
なっている。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。
　また、当法人の平成30年度業務実績評価結果については、8項目中A評定が2項目、B項目が6項目、全体の評定
がBであることを踏まえても、報酬水準は妥当と考えられる。

　当法人の使命は、重度の知的障害者の自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関
する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることにある。具体的には、中期目標・中期計
画に基づき、自立支援への取り組みとして①施設利用者の地域移行の推進、②矯正施設等退所者への支援、③行
動障害等を有するなど著しく支援が困難な者への支援に係るモデル的な事業の実施、④発達障害児・者への支援、
⑤地域で生活する重度の障害児・者への支援など、総合的な支援により他の施設・事業者が活用できるようサービス
モデルの構築を行っている。
　また、国の政策課題となっているテーマや全国の知的障害者関係施設・事業所において関心の高いテーマを取り
上げた調査・研究事業、障害者福祉や保健医療に従事する者の資質向上を図るための養成・研修事業、知的障害
者の支援に関する援助・助言事業等を実施している。
　そうした組織の中で、当法人の理事には、知的障害者の支援に関する幅広い見識や高いマネジメント能力が求めら
れるため、職務内容の特性を踏まえ、役員報酬は、国家公務員指定職の給与を考慮して支給水準を設定している。
　当法人と類似の業務を実施する法人はないところであるが、総務省のホームページに公表されている「独立行政法
人の役職員の給与水準等の公表（平成30年度）」における役員報酬の支給状況によると、当法人の理事の報酬水準
は他の独立行政法人と比較しても低い水準にあると言え、厚生労働省所管の独立行政法人の中では最も低い水準
となっている。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。
　また、当法人の平成30年度業務実績評価結果については、8項目中A評定が2項目、B項目が6項目、全体の評定
がBであることを踏まえても、報酬水準は妥当と考えられる。

　当該役員の報酬は、厚生労働省が所管する他の独立行政法人の役員の報酬額と比較しても低い水準に抑えられ
ており妥当な水準であると考える。また、役員の職務内容の特性や平成30年度業務実績評価結果を鑑みても妥当な
報酬水準であると考える。

　当法人の使命は、重度の知的障害者の自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関
する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることにある。
　具体的には、中期目標・中期計画に基づき、自立支援への取り組みとして①施設利用者の地域移行の推進、②矯
正施設等退所者への支援、③行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者への支援に係るモデル的な事業の実
施、④発達障害児・者への支援、⑤地域で生活する重度の障害児・者への支援など、総合的な支援により他の施設・
事業者が活用できるようサービスモデルの構築を行っている。
　また、国の政策課題となっているテーマや全国の知的障害者関係施設・事業所において関心の高いテーマを取り
上げた調査・研究事業、障害者福祉や保健医療に従事する者の資質向上を図るための養成・研修事業、知的障害
者の支援に関する援助・助言事業等を実施している。
　そうした組織の中で、当法人の監事には、上記のような特殊性及び専門性の高い当法人の業務を監査する能力が
求められる。
　非常勤監事の報酬は、常勤監事の報酬を基礎とし、実稼働日数に応じた月額となっている。当法人と類似の業務を
実施する法人はないところであるが、総務省のホームページに公表されている「独立行政法人の役職員の給与水準
等の公表（平成30年度）」における役員報酬の支給状況によると、厚生労働省が所管する他の独立行政法人の報酬
水準と比較しても低い水準にあると言える。
　こうした職務内容の特性や他法人との比較を踏まえると、報酬水準は妥当と考えられる。
　また、当法人の平成30年度業務実績評価結果については、8項目中A評定が2項目、B項目が6項目、全体の評定
がBであることを踏まえても、報酬水準は妥当と考えられる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和元年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

監事
（非常勤）

法人での在職期間

理事

法人の長



５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし監事
（非常勤）

判断理由

該当者なし

該当者なし理事

法人の長

　役員の特別手当における、勤勉手当の額について、業務給の仕組みを導入している。今後も
継続することとしたい。

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容及び令和元年度における主な改定内容

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

147 44.3 6,968 5,090 91 1,878
人 歳 千円 千円 千円 千円

16 50.0 7,445 5,391 80 2,054
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 ― ― ― ― ―
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 45.1 6,324 4,671 73 1,653
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 46.6 6,695 4,897 77 1,798
人 歳 千円 千円 千円 千円

105 42.8 6,787 4,949 91 1,838

人 歳 千円 千円 千円 千円

84 49.6 3,335 2,695 73 640
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 45.8 3,104 2,465 54 639
人 歳 千円 千円 千円 千円

75 50.1 3,363 2,723 75 640

注：医療職種（診療所医師）は国の医療職（一）相当、医療職種（診療所技師）は国の医療職（二）相当、
医療職種（診療所看護師）は国の医療職（三）相当、福祉職種（生活指導員）は国の福祉職相当。

注：研究職種、教育職種等については、該当なし。
注：常勤職員（診療所医師）については、個人が特定されるおそれがあるため人数以外は記載していない。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

区分 人員
総額 うち所定内

　当法人の職員は、業種に応じて「一般職」「福祉職」「医療職」に分類される。各業種の給与は、国家公
務員の「一般職の職員の給与に関する法律」に準じ、本俸及び諸手当としている。

　平成26年4月に国家公務員に準じた人事評価制度（能力評価と業績評価からなる）を制定し、それに
伴い人事評価制度の試行的な導入を行っているところ。また、平成28年10月より、幹部職員については
勤務成績を業績給へ反映させることとしている。

　独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園職員給与規程に則り、基本給（本俸、本俸
の調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当）及び諸手当（役職手当、医師初任給調整手当、医師
特別調整手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手
当、管理職特別勤務手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、夜間特殊業務手当、特別手当）としてい
る。
　期末手当については、期末手当基礎額（本俸＋本俸の調整額＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手
当＋医師特別調整手当）に6月に支給する場合においては100分の130、12月に支給する場合において
は100分の130を乗じ、さらに基準日以前6ヶ月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を
乗じて得た額としている。
　勤勉手当については、勤勉手当基礎額（本俸＋本俸の調整額＋地域手当＋広域異動手当＋医師特
別調整手当）に特別手当支給規則に定める割合を乗じて得た額としている。
　なお、令和元年度における改定については、令和元年度人事院勧告による国家公務員の給与制度に
準拠した本俸表（平均0.1％増）、勤勉手当（年間0.05月分増加）の改定を実施した。

事務・技術

令和元年度の年間給与額（平均）

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

常勤職員

うち賞与

非常勤職員

平均年齢

福祉職種
（生活支援員）

その他

医療職種
（診療所技師）

福祉職種
（生活支援員）

医療職種
（診療所医師）

医療職種
（診療所看護師）



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

2 58.5 10,860

4 51.0 8,712

7 50.4 6,560

2 33.0 4,005.0

④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

56.0 56.0 56.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

44.0 44.0 44.0

％ ％ ％

         最高～最低 50.1-39.7 50.1-39.7 50.1-39.7

％ ％ ％

59.0 59.0 59.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

41.0 41.0 41.0

％ ％ ％

         最高～最低 41.6-39.8 41.6-39.8 41.6-39.8

6,774～6,258

注：部長・課長・係員については、該当者が４人以下であるため、年間給与額は平均のみを記載してい
る。

係員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

―

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

平均年齢人員

部長

区分

係長

課長

賞与（令和元年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

―

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員）

分布状況を示すグループ

千円

―

一般
職員

年間給与額

一律支給分（期末相当）

最高～最低

0

1

2

3

4

5

6

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－２３

歳

２４－２７

歳

２８－３１

歳

３２－３５

歳

３６－３９

歳

４０－４３

歳

４４－４７

歳

４８－５１

歳

５２－５５

歳

５６－５９

歳

人数

平均給与額

第３四分位

第１四分位

国の平均給与額

年間給与の分布状況（事務・技術職員）

千

人
千円



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

（主務大臣の検証結果）

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○２２歳（大卒初任給、独身）
　 月額 182,002円　　年間給与 3,003,030円　
○３５歳（係長、配偶者・子1人）
　 月額 301,994円　　年間給与 5,013,682円　
○４５歳（課長補佐、配偶者・子2人）

内容

・年齢・地域・学歴勘案　　　 １０３．６

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　９７．４

　国からの財政支出額は1,444,538千円であり、支出予算の総額に占める国
からの財政支出の割合は46.1％であった。
　自己収入の確保の途が限定される福祉施設を運営していること等のた
め、国からの財政支出の割合が高くなっているが、常勤職員を削減し、人件
費支出を抑える等により支出を削減した。
　地域勘案が含まれた指数（「年齢・地域勘案」「年齢・地域・学歴勘案」）の
数値は、国家公務員の水準を上回っているが、これは、出向者に対する国
家公務員の規定に準じた地域手当の支給が原因である。これに対し、「年
齢勘案」「年齢・学歴勘案」の数値は、それぞれ2.5～2.6ポイント下回ってお
り、給与水準においては、妥当である。

（法人の検証結果）

　平成26年4月に国家公務員に準じた人事評価制度（能力評価と業績
評価からなる）を制定し、これに伴い、人事評価制度の試行的な導入を
行っているところ。また、平成28年10月より、幹部職員については、勤務
成績を業績給へ反映させることとしている。

　 月額 466,188円　　年間給与 7,671,435円　

　国家公務員より低い水準であり、適切な取組の結果と考えられる。

（支出総額 3,071,030千円、給与・報酬等支給総額1,388,437千円：平成30
年度決算）

対国家公務員
指数の状況

【累積欠損額　0円（平成30年度決算）】

講ずる措置

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 ９７．５

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　46.1％】

　給与水準の妥当性の
　検証

（国からの財政支出額 1,444,538千円、支出予算の総額3,134,257千円：令
和元年度予算）

【管理職の割合　37.5％（常勤職員数16名中6名）】

今後も、国家公務員の給与水準を参考にし、引き続き適正な給与水準を維
持できるよう取り組む。

・年齢・地域勘案　　　　　　　 １０３．７

項目

国に比べて給与水準が
高くなっている理由

　地域勘案を含めることによる数値増は、関係機関との人事交流での国家
公務員の規定に準じた地域手当の支給が主な要因である。
※対象者は16名中1名で当法人における地域手当の支給割合６％（６級
地）に代えて20％（１級地）の地域手当を支給している。

【大卒以上の高学歴者の割合　50.0%（常勤職員数16名中8名）】

【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　45.2％】



Ⅲ　総人件費について

平成３０年度 令和元年度

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D) 284,053 283,522
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

福利厚生費

1,942,803
最広義人件費

非常勤役職員等給与
471,193 439,481

2,312,763

169,083 127,952
退職手当支給額

　総人件費については、最広義人件費において前年度比84.0%となる。
これは常勤職員を削減するなど、人件費支出を抑えることを実施したこ
とによる減額である。
　なお、令和元年度は、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」
（令和元年10月11日閣議決定）に基づき、令和元年12月1日から以下の
措置を講じた。
・俸給表の改定
・勤勉手当の改定

区　　分

給与、報酬等支給総額
1,388,434 1,091,848


